
軽
自
動
車
の
車
検（
継
続
検
査
）時

軽
自
動
車
の
車
検（
継
続
検
査
）時

納
税
証
明
書
の
提
出
は
原
則
不
要

納
税
証
明
書
の
提
出
は
原
則
不
要
で
す
で
す

　
現
在
、
軽
自
動
車
税
の
車
両
ご
と
の
納
付
状
況
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
確
認
で
き
る
軽

自
動
車
税
納
付
確
認
シ
ス
テ
ム
（
軽
Ｊジ

ェ
ン
ク
ス

Ｎ
Ｋ
Ｓ
）
が
運
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
軽
自
動
車
の
車
検
（
継
続
検
査
）
時
に
納
税
証
明
書
の
提
出
が
原
則

不
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
次
に
該
当
す
る
車
両
は
納
税
証
明
書
が
必
要
で
す
の
で
、
役
場
税
務
課
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
手
数
料
無
料
）。
申
請
に
は
車
の
標
識
番
号
と
車
台
番
号
の

下
４
桁
の
記
入
が
必
要
で
す
。

車
検
時
に
納
税
証
明
書
が
必
要
な
場
合

・�

軽
自
動
車
税
を
納
付
後
す
ぐ
に
車
検
を
受
け
る
場
合
（
軽
J
N
K
S
の
シ
ス

テ
ム
に
反
映
す
る
ま
で
３
週
間
ほ
ど
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

・
他
の
市
区
町
村
へ
引
っ
越
し
さ
れ
た
直
後
に
車
検
を
受
け
る
場
合

・
中
古
車
購
入
直
後
の
場
合

・�

車
検
を
受
け
る
車
両
に
軽
自
動
車
税
の
未
納
が
あ
る
場
合
（
未
納
分
を
納
付

後
、
納
税
証
明
書
の
発
行
が
で
き
ま
す
）

＊�

以
上
の
理
由
に
該
当
し
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
軽
J
N
K
S
に
登
録
さ
れ
て
い

な
い
場
合
な
ど
、
ご
不
明
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
担
当
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

＊
令
和
６
年
度
よ
り
軽
自
動
車
税
の
納
税
証
明
書
の
送
付
を
廃
止
し
ま
し
た
。

＊
軽
J
N
K
S
の
詳
細
は
、
地
方
税
共
同
機
構

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）のの
減
免
減
免
に
つ
い
て

に
つ
い
て

　
４
月
１
日
現
在
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦

傷
病
者
手
帳
、
療
育
手
帳
お
よ
び
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
お
ら
れ

る
方
の
う
ち
、
一
定
級
以
上
の
障
害
を
有
す

る
方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
（
原
動
機
付
自

転
車
含
む
）
は
、
申
請
に
よ
り
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　
申
請
を
さ
れ
る
方
は
、
次
の
必
要
書
類
を

そ
ろ
え
て
役
場
税
務
課
で
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

●
申
請
に
必
要
な
書
類

①�

身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、
療

育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の

い
ず
れ
か

②�

運
転
免
許
証
（
運
転
免
許
証
情
報
が
紐
づ

い
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
も
可
）

③�

自
動
車
検
査
証
（
４
月
１
日
現
在
、
使
用

者
お
よ
び
所
有
者
欄
に
登
録
が
あ
る
者
が

障
が
い
者
本
人
で
あ
る
こ
と
）

④�
納
税
通
知
書
・
納
付
書
（
５
月
上
旬
に
郵

送
し
ま
す
。
た
だ
し
、
口
座
振
替
の
方
は

納
付
書
が
あ
り
ま
せ
ん
）

⑤�

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
減
免
申
請
書

⑥�

生
計
同
一
・
常
時
介
護
証
明
書

　
※�

③
身
体
障
が
い
者
等
が
年
齢
18
歳
未
満

の
身
体
障
が
い
者
で
あ
る
場
合
ま
た
は

知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が
い
者
で
あ

る
場
合
に
は
身
体
障
が
い
者
等
と
生
計

を
一
に
す
る
者
の
所
有
す
る
軽
自
動
車

等
を
含
み
ま
す
。

　
※�

⑥
に
つ
い
て
は
、
身
体
障
が
い
者
等
本

人
以
外
の
家
族
等
の
方
が
運
転
さ
れ
る

場
合
に
必
要
で
す
。

　
※�

⑤
軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書
お
よ
び
⑥

生
計
同
一
・
常
時
介
護
証
明
書
の
用
紙

は
税
務
課
で
配
布
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　
な
お
、
前
年
度
に
減
免
を
受
け
て
い
た
方

で
、
そ
の
内
容
等
に
変
更
の
な
い
方
は
、「
軽

自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
減
免
に
係
る
現
況

報
告
書
」（
税
務
課
よ
り
送
付
）
の
提
出
に

よ
り
継
続
し
て
減
免
申
請
が
で
き
ま
す
。（
郵

送
に
よ
る
提
出
も
可
能
で
す
）

　
詳
細
は
、
事
前
に
税
務
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
限

　
納
税
通
知
書
到
着
後
か
ら
５
月
26
日

（
月
）
ま
で
（
納
期
限
７
日
前
）

※�

土
日
祝
お
よ
び
受
付
期
限
後
の
申
請
は
受

け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

〇 

戸
籍
に
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
が
記
載
さ
れ
る
ま
で

　
①�

改
正
戸
籍
法
の
施
行（
令
和
７
年
５
月
26
日
）

　
　�

　
戸
籍
の
氏
名
に
フ
リ
ガ
ナ
を
記
載
す
る
制
度
が
始

ま
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
は
戸
籍

の
記
載
事
項
と
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の

改
正
法
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
が

記
載
さ
れ
、
公
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
②�

記
載
さ
れ
る
予
定
の
フ
リ
ガ
ナ
の
通
知

　
　�

　
改
正
戸
籍
法
の
施
行
日
以
降
１
年
以
内（
令
和
７
年

５
月
26
日
か
ら
令
和
８
年
５
月
25
日
ま
で
）に
限
り
、

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
届
出
が
受
理
さ
れ
れ
ば
、
届
け
出
た
氏
名
の
フ

リ
ガ
ナ
が
戸
籍
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
　�

　
本
籍
地
の
市
区
町
村
長
か
ら
戸
籍
に
記
載
さ
れ
る

予
定
の
フ
リ
ガ
ナ
を
、
原
則
戸
籍
の
筆
頭
者
に
通
知

し
ま
す（
施
行
日
以
降
本
籍
地
か
ら
郵
送
さ
れ
ま
す
。

日
野
町
が
本
籍
地
の
方
へ
は
８
月
上
旬
に
通
知
を
発

送
予
定
で
す
）。
誤
り
が
な
い
か
、
必
ず
内
容
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　
　�

　
誤
り
が
あ
れ
ば
、
フ
リ
ガ
ナ
の
届
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　
　�

　
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
届
出
を
し
な
く
て
も
通
知
の

と
お
り
記
載
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

　
　
※�

通
知
書
は
戸
籍
単
位
で
郵
送
し
、
戸
籍
内
で
同
じ

住
所
の
人
は
１
通
に
つ
き
４
人
ま
で
記
載
さ
れ
ま

す
。
戸
籍
内
で
別
住
所
の
人
は
住
所
地
ご
と
に
郵

送
さ
れ
ま
す
。

　
③
市
区
町
村
長
に
よ
る
フ
リ
ガ
ナ
の
記
載

　
　（
改
正
戸
籍
法
の
施
行
日
か
ら
１
年
後
）

　
　�

　
改
正
戸
籍
法
の
施
行
日
以
降
１
年
以
内
に
氏
名
の

フ
リ
ガ
ナ
の
届
出
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
本
籍
地

の
市
区
町
村
長
が
管
轄
法
務
局
長
の
許
可
を
得
て
、

令
和
８
年
５
月
26
日
以
降
に
、
通
知
し
た
氏
名
の
フ

リ
ガ
ナ
を
戸
籍
に
記
載
し
ま
す（
こ
の
場
合
、
一
度
に

限
り
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
ご
自
身
の
届
出

に
よ
り
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
）。
　

〇
具
体
的
な
届
出
の
方
法

　
①
届
出
が
で
き
る
方

　
　
●
氏
の
フ
リ
ガ
ナ
の
届
出
人

　
　
　�

　
原
則
と
し
て
戸
籍
の
筆
頭
者
が
単
独
で
届
け
出

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
　�

　
筆
頭
者
が
除
籍
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
配

偶
者
、
そ
の
配
偶
者
も
除
籍
さ
れ
て
い
る
場
合
は

そ
の
子
が
届
出
人
に
な
り
ま
す
。

　
　
●
名
の
フ
リ
ガ
ナ
の
届
出
人

　
　
　�

　
す
で
に
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
が
そ
れ
ぞ

れ
届
出
人
に
な
り
ま
す
。

　
②
届
出
方
法

　
　
・�

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン

　
　
・
市
区
町
村
窓
口

　
　
・
郵
送

　
※�

詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
住
民
課
　
住
民
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
7
1

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
税
務
課
　
収
納
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
7
0

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
税
務
課
　
住
民
税
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
7
0

地
方
税

共
同
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

法
務
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

日野 太郎
ヒ  ノ　  タ ロウ

戸
籍
に
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
が
記
載
さ
れ
ま
す

フ
リ
ガ
ナ
の
通
知
が
届
い
た
ら
、必
ず
確
認
し
ま
し
ょ
う
！
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軽
自
動
車
の
車
検（
継
続
検
査
）時

軽
自
動
車
の
車
検（
継
続
検
査
）時

納
税
証
明
書
の
提
出
は
原
則
不
要

納
税
証
明
書
の
提
出
は
原
則
不
要
で
す
で
す

　
現
在
、
軽
自
動
車
税
の
車
両
ご
と
の
納
付
状
況
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
確
認
で
き
る
軽

自
動
車
税
納
付
確
認
シ
ス
テ
ム
（
軽
Ｊジ

ェ
ン
ク
ス

Ｎ
Ｋ
Ｓ
）
が
運
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
軽
自
動
車
の
車
検
（
継
続
検
査
）
時
に
納
税
証
明
書
の
提
出
が
原
則

不
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
次
に
該
当
す
る
車
両
は
納
税
証
明
書
が
必
要
で
す
の
で
、
役
場
税
務
課
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
手
数
料
無
料
）。
申
請
に
は
車
の
標
識
番
号
と
車
台
番
号
の

下
４
桁
の
記
入
が
必
要
で
す
。

車
検
時
に
納
税
証
明
書
が
必
要
な
場
合

・�

軽
自
動
車
税
を
納
付
後
す
ぐ
に
車
検
を
受
け
る
場
合
（
軽
J
N
K
S
の
シ
ス

テ
ム
に
反
映
す
る
ま
で
３
週
間
ほ
ど
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

・
他
の
市
区
町
村
へ
引
っ
越
し
さ
れ
た
直
後
に
車
検
を
受
け
る
場
合

・
中
古
車
購
入
直
後
の
場
合

・�

車
検
を
受
け
る
車
両
に
軽
自
動
車
税
の
未
納
が
あ
る
場
合
（
未
納
分
を
納
付

後
、
納
税
証
明
書
の
発
行
が
で
き
ま
す
）

＊�

以
上
の
理
由
に
該
当
し
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
軽
J
N
K
S
に
登
録
さ
れ
て
い

な
い
場
合
な
ど
、
ご
不
明
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
担
当
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

＊
令
和
６
年
度
よ
り
軽
自
動
車
税
の
納
税
証
明
書
の
送
付
を
廃
止
し
ま
し
た
。

＊
軽
J
N
K
S
の
詳
細
は
、
地
方
税
共
同
機
構

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）のの
減
免
減
免
に
つ
い
て

に
つ
い
て

　
４
月
１
日
現
在
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦

傷
病
者
手
帳
、
療
育
手
帳
お
よ
び
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
お
ら
れ

る
方
の
う
ち
、
一
定
級
以
上
の
障
害
を
有
す

る
方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
（
原
動
機
付
自

転
車
含
む
）
は
、
申
請
に
よ
り
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　
申
請
を
さ
れ
る
方
は
、
次
の
必
要
書
類
を

そ
ろ
え
て
役
場
税
務
課
で
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

●
申
請
に
必
要
な
書
類

①�

身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、
療

育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の

い
ず
れ
か

②�

運
転
免
許
証
（
運
転
免
許
証
情
報
が
紐
づ

い
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
も
可
）

③�

自
動
車
検
査
証
（
４
月
１
日
現
在
、
使
用

者
お
よ
び
所
有
者
欄
に
登
録
が
あ
る
者
が

障
が
い
者
本
人
で
あ
る
こ
と
）

④�

納
税
通
知
書
・
納
付
書
（
５
月
上
旬
に
郵

送
し
ま
す
。
た
だ
し
、
口
座
振
替
の
方
は

納
付
書
が
あ
り
ま
せ
ん
）

⑤�

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
減
免
申
請
書

⑥�

生
計
同
一
・
常
時
介
護
証
明
書

　
※�

③
身
体
障
が
い
者
等
が
年
齢
18
歳
未
満

の
身
体
障
が
い
者
で
あ
る
場
合
ま
た
は

知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が
い
者
で
あ

る
場
合
に
は
身
体
障
が
い
者
等
と
生
計

を
一
に
す
る
者
の
所
有
す
る
軽
自
動
車

等
を
含
み
ま
す
。

　
※�

⑥
に
つ
い
て
は
、
身
体
障
が
い
者
等
本

人
以
外
の
家
族
等
の
方
が
運
転
さ
れ
る

場
合
に
必
要
で
す
。

　
※�

⑤
軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書
お
よ
び
⑥

生
計
同
一
・
常
時
介
護
証
明
書
の
用
紙

は
税
務
課
で
配
布
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　
な
お
、
前
年
度
に
減
免
を
受
け
て
い
た
方

で
、
そ
の
内
容
等
に
変
更
の
な
い
方
は
、「
軽

自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
減
免
に
係
る
現
況

報
告
書
」（
税
務
課
よ
り
送
付
）
の
提
出
に

よ
り
継
続
し
て
減
免
申
請
が
で
き
ま
す
。（
郵

送
に
よ
る
提
出
も
可
能
で
す
）

　
詳
細
は
、
事
前
に
税
務
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
限

　
納
税
通
知
書
到
着
後
か
ら
５
月
26
日

（
月
）
ま
で
（
納
期
限
７
日
前
）

※�

土
日
祝
お
よ
び
受
付
期
限
後
の
申
請
は
受

け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

〇 

戸
籍
に
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
が
記
載
さ
れ
る
ま
で

　
①�

改
正
戸
籍
法
の
施
行（
令
和
７
年
５
月
26
日
）

　
　�

　
戸
籍
の
氏
名
に
フ
リ
ガ
ナ
を
記
載
す
る
制
度
が
始

ま
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
は
戸
籍

の
記
載
事
項
と
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の

改
正
法
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
が

記
載
さ
れ
、
公
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
②�

記
載
さ
れ
る
予
定
の
フ
リ
ガ
ナ
の
通
知

　
　�

　
改
正
戸
籍
法
の
施
行
日
以
降
１
年
以
内（
令
和
７
年

５
月
26
日
か
ら
令
和
８
年
５
月
25
日
ま
で
）に
限
り
、

氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
届
出
が
受
理
さ
れ
れ
ば
、
届
け
出
た
氏
名
の
フ

リ
ガ
ナ
が
戸
籍
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
　�

　
本
籍
地
の
市
区
町
村
長
か
ら
戸
籍
に
記
載
さ
れ
る

予
定
の
フ
リ
ガ
ナ
を
、
原
則
戸
籍
の
筆
頭
者
に
通
知

し
ま
す（
施
行
日
以
降
本
籍
地
か
ら
郵
送
さ
れ
ま
す
。

日
野
町
が
本
籍
地
の
方
へ
は
８
月
上
旬
に
通
知
を
発

送
予
定
で
す
）。
誤
り
が
な
い
か
、
必
ず
内
容
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　
　�

　
誤
り
が
あ
れ
ば
、
フ
リ
ガ
ナ
の
届
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　
　�

　
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
届
出
を
し
な
く
て
も
通
知
の

と
お
り
記
載
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

　
　
※�

通
知
書
は
戸
籍
単
位
で
郵
送
し
、
戸
籍
内
で
同
じ

住
所
の
人
は
１
通
に
つ
き
４
人
ま
で
記
載
さ
れ
ま

す
。
戸
籍
内
で
別
住
所
の
人
は
住
所
地
ご
と
に
郵

送
さ
れ
ま
す
。

　
③
市
区
町
村
長
に
よ
る
フ
リ
ガ
ナ
の
記
載

　
　（
改
正
戸
籍
法
の
施
行
日
か
ら
１
年
後
）

　
　�

　
改
正
戸
籍
法
の
施
行
日
以
降
１
年
以
内
に
氏
名
の

フ
リ
ガ
ナ
の
届
出
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
本
籍
地

の
市
区
町
村
長
が
管
轄
法
務
局
長
の
許
可
を
得
て
、

令
和
８
年
５
月
26
日
以
降
に
、
通
知
し
た
氏
名
の
フ

リ
ガ
ナ
を
戸
籍
に
記
載
し
ま
す（
こ
の
場
合
、
一
度
に

限
り
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
ご
自
身
の
届
出

に
よ
り
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
）。
　

〇
具
体
的
な
届
出
の
方
法

　
①
届
出
が
で
き
る
方

　
　
●
氏
の
フ
リ
ガ
ナ
の
届
出
人

　
　
　�

　
原
則
と
し
て
戸
籍
の
筆
頭
者
が
単
独
で
届
け
出

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
　�

　
筆
頭
者
が
除
籍
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
配

偶
者
、
そ
の
配
偶
者
も
除
籍
さ
れ
て
い
る
場
合
は

そ
の
子
が
届
出
人
に
な
り
ま
す
。

　
　
●
名
の
フ
リ
ガ
ナ
の
届
出
人

　
　
　�

　
す
で
に
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
が
そ
れ
ぞ

れ
届
出
人
に
な
り
ま
す
。

　
②
届
出
方
法

　
　
・�

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン

　
　
・
市
区
町
村
窓
口

　
　
・
郵
送

　
※�

詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
住
民
課
　
住
民
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
7
1

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
税
務
課
　
収
納
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
7
0

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
税
務
課
　
住
民
税
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
7
0

地
方
税

共
同
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

法
務
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

日野 太郎
ヒ  ノ　  タ ロウ

戸
籍
に
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
が
記
載
さ
れ
ま
す

フ
リ
ガ
ナ
の
通
知
が
届
い
た
ら
、必
ず
確
認
し
ま
し
ょ
う
！
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